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公
　
告

◯
美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
新
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
に
係
る
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
に
つ
い
て
の
企
画

提
案
書
の
提
出
（
情
報
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
新
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
に
係
る
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
に
つ
い
て
企
画
提
案
書

の
提
出
を
求
め
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

（一）

企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
業
務
（
以
下
「
公
告
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称

美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
新
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
に
係
る
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務

（二）

公
告
業
務
の
内
容

秋
田
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
あ
る
美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
の
運
用
管
理
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
コ
ン
テ
ン
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
設
計
開
発
を
行
う
。

（三）

履
行
場
所

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎

（四）

履
行
期
限

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
（
金
）

二
　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
者
に
必
要
な
資
格

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
企
画
提
案
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
提
出
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と

知
事
に
認
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
者

（二）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
そ
の

事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
と
し
て
使
用
す
る
者
を
含
む
。
）

（三）

提
出
資
格
の
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者

三
　
提
出
資
格
の
認
定
の
手
続

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
、
提
出
資
格
の
認
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（一）

提
出
書
類
及
び
提
出
部
数

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
提
出
資
格
認
定
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

二
部

（１）

住
所
又
は
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏

名
並
び
に
電
話
番
号

（２）

申
請
の
日
ま
で
に
履
行
し
た
公
告
業
務
と
同
程
度
の
同
種
又
は
類
似
の
シ
ス
テ
ム
構
築
業

務
の
履
行
内
容

（二）

提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と
。

（三）

提
出
期
間

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
（
金
）
か
ら
同
年
五
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
（
秋
田
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休

日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五

分
ま
で
と
す
る
。

（四）

提
出
場
所

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
企
画
振
興
部
情
報
企
画
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
四
二
七
三
）

四
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

（一）

提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
企
画
提
案
書
（
Ａ
四
判
横
長
用
紙
、
横
書
き
、
左
と
じ
）

十
部

（１）

提
案
す
る
シ
ス
テ
ム
の
概
要

（２）

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
内
容

（３）

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
内
容

（４）

シ
ス
テ
ム
の
開
発
方
法

（５）

シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理
の
方
法

１

公
　
　
　
　
　
　
告

ペ
ー
ジ
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（６）

経
費
の
額
及
び
そ
の
内
訳

（二）

提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と
。

（三）

提
出
期
間

提
出
資
格
の
認
定
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
一
日
（
水
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
企
画
提
案
書
の
追
加
及
び
変
更
は
、
認
め
な
い
。

（四）

提
出
場
所

三
（四）
に
同
じ
。

五
　
最
優
秀
提
案
者
の
選
定
等

（一）

選
定
方
法

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
の
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
た
提
案
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も

の
（
以
下
「
最
優
秀
提
案
者
」
と
い
う
。
）
を
選
定
す
る
。

（二）

選
定
に
際
し
審
査
す
る
事
項

最
優
秀
提
案
者
を
選
定
す
る
際
に
審
査
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）

公
告
業
務
に
関
す
る
説
明
書
の
理
解
度
及
び
企
画
提
案
書
の
内
容
の
的
確
性

（２）

公
告
業
務
の
実
施
設
計
及
び
実
施
方
法
の
妥
当
性

（３）

公
告
業
務
を
履
行
す
る
能
力

（４）

公
告
業
務
の
履
行
に
係
る
経
費
の
額

（三）

選
定
の
時
期

選
定
は
、
平
成
十
七
年
六
月
中
旬
に
行
う
。

（四）

選
定
の
結
果
の
通
知

選
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

六
　
公
告
業
務
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

三
（三）
及
び
（四）
に
同
じ
。

七
　
そ
の
他

（一）

こ
の
公
告
に
係
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
は
、
返
却
し
な
い
。

（三）

企
画
提
案
書
の
提
出
に
係
る
一
切
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
提
案
者
の
負
担
と
す
る
。

（四）

最
優
秀
提
案
者
の
選
定
に
際
し
、
提
案
者
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（五）

詳
細
は
、
実
施
要
領
に
よ
る
。

２

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄
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